
創業資金の面談ご予約前に必ずご確認ください

1   面談前チェックリストに全てチェックが入ることをご確認ください

2  初回面談に必要な書類をご準備ください

3  面談の日程をご予約ください

■初回の面談で必ずご持参いただく書類■
・新宿区創業、技術・事業革新、商店街空き店舗活用支援資金融資紹介申込書
・創業計画書兼収支計画書
※面談を通して記入内容に変更が生じる可能性がございますので、鉛筆等でご記入ください。
※様式は区HPに掲載しています。

上記以外にも融資斡旋のためにご提出いただく書類があります。「創業資金申込み必要書類一覧表」を
ご参照の上、あらかじめご準備ください。

予約先：産業振興課 TEL03-3344-0702（当日予約不可）
面談場所：新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(区立産業会館)４階 産業振興課
面談日時：月～金曜日（祝日等を除く）9:00～、10:00～、13:00～、14:00～ （面談は２時間です）

新宿区文化観光産業部産業振興課

□（法人）区内に本店があり、本店と本店登記が
区内の同一所在地にある。

□（法人）本店（営業の本拠）の住所がバーチャ
ルオフィスではない。

□（個人事業主）区内に営業の本拠がある or 区内
在住１年以上で東京都内に事業所がある。

□（共通）創業５年未満である。

■面談前チェックリスト

＜これから創業を検討されている方＞ ＜既に創業されている方＞

□（共通）現在、事業主でない。

□（法人を検討の方）区内に本店と本店
登記を同一所在地に置く予定である。

□（個人事業主を検討の方）事業所を区
内に置く予定である。（区内在住1
年以上の場合は東京都内でも可）

□ 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる（営む予定である）。

□ 住民税、事業税を滞納していない。

□ 創業融資は１回２時間の面談を数回に亘って受けていただくため、金融機関へのあっせん
までに早くても２か月程度かかります。あらかじめご了承ください。

※分社化の方は別途お問い合わせください。


